
宗農委公第 ２ 号

農業委員会等に関する法律第２７条の規定により、平成２３年 ６月 ３日開催、即日

閉会の農業委員会の会議議事録を次により縦覧に供する。

平成２３年 ６月２０日

七宗町農業委員会

会長 井 戸 敬 二

１ 縦覧の場所

七 宗 町 役 場 七宗町上麻生２４４２番地３

七宗町役場神渕支所 七宗町神渕４５２５番地４

七宗町ホームページ 「メイドイン七宗」

２ 縦覧期間

自 平成２３年 ６月２０日

至 平成２３年 ７月 ３日



平成 ２３ 年度

第 ２ 回 七宗町農業委員会総会 議事録

１．開催日時 平成２３年 ６月 ３日（金） 午前 ９時２５分～１０時１５分

２．開催場所 七宗町役場 ２階 南会議室

３．出席農業委員（１４名）

会 長 １１番 井 戸 敬 二

職務代理者 １２番 後 藤 雅 和

委 員 ２番 上 野 一 郎 ３番 長谷川 光 一

４番 加 納 績 ５番 中 島 孝 司

６番 渡 辺 良 明 ７番 松 山 兼 幸

８番 福 井 宏 至 ９番 塚 本 壽美夫

１０番 中 島 繁 雄 １３番 犬 飼 貞 夫

１４番 山 岡 洋 子 １５番 井 戸 光 春

４．欠席農業委員（ 無 ）

５．協議事項

議第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について

（承認）

議第２号 標準処理期間の目標日数の公表について

（承認）



６．出席農業委員会事務局職員（ ６名）

事務局長 長谷川 和 彦（農林建設課 課長）

書 記 亀 山 一 美（農林建設課 農務係主査）

可 児 義 昌（農林建設課 課長補佐兼農務係長）

めぐみの農業協同組合 上麻生支店 今 井 幸 夫（支店長）

めぐみの農業協同組合 神 渕 支 店 水 川 篤 司（支店長）

岐阜県 可茂農林事務所 農業普及課 神 野 浩 司

（技術課長補佐・七宗町担当普及員）

７．欠席農業委員会事務局職員（ 無 ）
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平成 ２３ 年度
第 ２ 回 農業委員会総会

事務局長 皆さん、お早うございます。

（お早うございます。）

事務局長 定刻の時間より若干早いようでございますが、皆様お揃いになりましたの
でこれより、平成２３年度七宗町農業委員会総会、第２回の総会を開催させ
て戴きます。
開会にあたりまして、会長より一言挨拶を戴きます。
宜しくお願いします。

会 長 皆さん、お早うございます。

（お早うございます。）

会 長 本日は、早朝より第２回の農業委員会の総会にお集まり戴きまして誠に有
り難うございます。
さて、各委員にも既にご理解を戴いておる事と思いますけど、本年も６月

１日より「クールビズ」という事で、この庁舎内の方もそういった形で進め
させて戴きまして、上着非着用、ノーネクタイ等に本年も取り組みをさせて
戴きますので、宜しくお願い致します。

又、「東日本大震災」の関係で東北の「福島第一原発」の事故、それに伴
って「中部電力」におきましても「浜岡原子力発電所」が停止したという事
で、国の方からは、「スーパークールビズ」等とも言われておりますが、又
本町におきましても、出来うる限りの節電等に取り組んでいるところであり
ます。
又、皆様方におかれましても家庭等で出来る範囲のご理解とご協力をお願

いしたいと思っております

先般、５月２６日でしたけど「全国農業委員会会長大会」がありまして、
私は所用がありまして、職務代理者の後藤さんに参加をして戴きました。
その中では、決議と致しまして「東日本大震災と東京電力原子力発電所事

故に関する特別要請決議」、そして「ＴＰＰ交渉への参加撤回を求める緊急
要請決議」、そして「食と農林漁業の復興・再生に向けた政策提案決議」が
採択されまして、又申し合わせ決議と致しまして、「地域の農地と担い手を
守り活かす農業委員会活動に関する申し合わせ決議」、そして「情報提供活
動の一層の強化に関する申し合わせ決議」等を致しまして、その後それぞれ
の国会議員の方々に要請・要望活動を行ってきて戴きました。
その時の資料等を事務局の方に保管させて戴いておりますので、また皆様

方もお時間等ありましたら、お目通しの程お願いしたいと思っております。

さて、周知を致しておりますが、委員各位におかれましては、任期が７月
１９日迄となっております。
本日のこの総会が皆様方には最後の総会となります。
少々早いと思いますが、本当に３年間の間、皆様方に何かとご足労をおか

けしまして本当に有り難うございました。
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会 長 この任期中には、宮崎県でおきました「口蹄疫」、又全国的にありました
「鳥インフルエンザ」、そして先程も述べましたが「東日本大震災」という
数多くの自然災害が多発を致しました。
その都度、皆様方にも「義援金」等をお願い致しまして、ご理解とご協力

を戴きました事に対しまして、改めて感謝を申し上げたいと思います。

特に「東日本大震災」につきましては、「国内観測史上最大のＭ９．０」、
「最大震度７．０」という大地震を記録し未曾有の国難と思えます。

更に、連日報道されますとおり、先程も申しましたとおり、「東京電力」
の「福島原子力発電所」の問題が依然として予断を許さない状況にあり、そ
ういった中で「放射能」の被害、そしてそれに対して農作物等に対しまして
は、「風評被害」というのも大きな問題になっているところであります。

又重ねて、今後又「義援金」、又「緊急物資」、「人材派遣」等の依頼が長
期にそして多岐にわたりあろうかと思いますので、各委員におかれましても
ご理解とご協力をお願いしたいと思っております。

又、「農地法」の大規模な改正を受けまして、農業委員としての業務の再
確認と併せまして、大幅に業務の増加や度重なる研修会等への参加依頼もあ
りました事、又参加して戴きました事、有り難うございました。
残された期間は、決して長くはありませんが、任期最後迄宜しくお願い致

します。
そして、来る「第２１回・統一選挙」の実施後には、新たに選出、選任さ

れます農業委員さんに対しまして、必要な事務の遂行と手順等につきまして
引継なども必要と思われます。
事務局よりお願い等ありましたらご理解とご協力をお願いし、任期終了後

におきましては、この３年間に得られました知識と経験を今後の地域農業の
振興に役立てられますようお願いを致します。

それでは、本日も提出されます議案につきまして慎重なるご審議をお願い
しまして、挨拶に代えさせて戴きます。
何卒、宜しくお願い致します。
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事務局長 有り難うございました。
それでは、続きまして「農業委員会憲章」を朗読を致します。
皆様、ご唱和を宜しくお願い致します。
お手元の資料若しくは、スクリーンの方をご覧ください。

（七宗町農業委員会憲章）

１．農業委員会は、
農業・農業者の代表として、

誇りと責任のある行動に努めます。

１．農業委員会は、
農用地の確保と有効利用を進め、

法令に基づく適正な農地行政に努めます。

１．農業委員会は、
農地銀行活動を確立し、

農用地の流動化と集団化の促進に努めます。

１．農業委員会は、
産業としての農業を確立するため、

担い手の育成と後継者の確保に努めます。

１．農業委員会は、
活力ある農業・農村を築くため、

構造政策と地域活性化の推進に努めます。

１．農業委員会は、
農業経営と暮らしの発展のため、

情報の収集・提供活動に努めます。

１．農業委員会は、
農業者の期待と信頼に応え

新時代をひらく農政の確立に努めます
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事務局長 どうも、有り難うございました。
次に、「農業委員会等に関する法律第２１条３項」の規程による資格審査

報告を致します。
本日の農業委員会は、在任委員さん１４名中、全員出席でございます。
従いまして、本総会が成立する事をご報告致します。
それでは、会長進行を宜しくお願いします。

会 長 それでは、まず始めに「農業委員会等に関する法律第２７条」の規程によ
る議事録作成の為、本日の議事録署名者につきまして指名をさせて戴きます。

議事録署名者を １３番委員 犬 飼 貞 夫 さん

１４番委員 山 岡 洋 子 さん

以上２名の方、宜しくお願い致します。
尚、本日の議事録の作成にあたる会議書記には、事務局職員を指名します。

それでは、これより本日の議第につきまして協議に入ります。
「議第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につ

いて」を議第とし、事務局からの議案の朗読と説明を求めます。

事 務 局 はい、それでは、「議第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請
に対する意見について」 朗読と説明をさせて戴きます。
本日の申請は、１件であります。

番号１
大字（神渕） 字（汗洞） 地番（10998番地2）
地目 登記簿（畑） 現況（宅地） 面積（23㎡）

大字（神渕） 字（汗洞） 地番（11000番地）
地目 登記簿（畑） 現況（宅地） 面積（78㎡）

譲渡人氏名（加納 紀元） 住所（七宗町神渕11322番地1）
譲受人氏名（長尾 知敏） 住所（名古屋市名東区丁田町48番地）

転用理由 家屋敷地の一部として譲り受けたい。

本件「議第１号」につきましては、農地区分として「第２種農地、中山間
地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い
農地」と判断します。
又、農地性が低く他の農地への影響も少ないと考えております。
それでは、スクリーンをご覧ください。
写真の撮影方向は、地図の矢印の方角からとなります。
写真にある建物は、昭和４９年に当事者間において譲渡の契約が成立し現

に家屋が建築されております。
しかしながら、農地法による許可を得ない状態での建築であり、今回始末

書を添付して正式な申請をされました。
これは、農地法の知識が無いことを起因としますが、今後この様な事が無

いように指導をしております。
以上です。
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会 長 はい、有り難うございました。
それでは、只今、事務局より説明がありました「議第１号」につきまして、

地区担当委員さんより補足説明とご意見を戴きたいと存じます。
下中切区担当の福井さん宜しくお願いします。

福井委員 現地を確認させて戴きました。
明治２２年頃だったと思いましたが、土地台帳、いわゆる字絵図が出来た

頃は、畑となっておりましたが、現況は皆さんご覧の様に畑の様子も全く見
る事が出来ません。
尚、始末書が添付されておりこの際は「承認するも、やむなし」と自分は

考えております。
一つ、ご賛同戴けるようお願い致します。
以上です。

会 長 はい、有り難うございました。
それでは、これより質疑に入ります。
意見や質問のある委員さんは、挙手にてお願い致します。

（異議無し。）

会 長 宜しいでしょうか。

（異議無し。）

会 長 それでは、「議第１号」につきまして採決を致します。
原案のとおり承認する事に賛成の方は、挙手をお願い致します。

（全員挙手）

会 長 はい、有り難うございました
全員の方の賛成を戴きました。
よって、「議第１号」につきましては、原案のとおり承認する事と致しま

す。
尚、承認戴きました「議第１号」につきましては、「許可相当」との意見

を付して県に進達を致します。

続きまして、「議第２号 標準処理期間の目標日数の公表について」
を議第とし、事務局からの議案の朗読と説明を求めます。

事 務 局 はい、それでは、「議第２号 標準処理期間の目標日数の公表について」
朗読と説明をさせて戴きます。
資料については、７頁をご覧ください。
この、「標準処理期間の目標日数の公表」につきましては、平成２３年５

月１９日付けの「東海農政局構造改善課」からの「農地法第３条許可事務の
適性化・透明化対策」の通知によるものでございます。
資料にありますとおり「改正適正化通知等の完全履行」としまして、ア～

キに定める７項目の対策について、対応とその確認が必要となりましたが、
七宗町におきましては、それぞれに適正に事務処理を実施しております。
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事 務 局 しかしながら、「オ 標準処理期間の目標日数の公表」につきましては、
今回改めて全農業委員会に対しましての確認と指導がありました。
確認と指導の内容としましては、公表をしていない農業委員会においては、

改めて定め公表するとの事であります。
七宗町としては、公表を致しておりませんので、資料にありますとおり「行

政法施行に伴う標準処理期間の目安（平成１６年９月１６日）」において、
４週間とされていることを踏まえ、 農地法第３条許可事務に係る標準処理
期間の全国目標を３０日以内をと定め、各農業委員会はこの範囲以内で個々
の標準処理期間を定め、公表する とありますので、標準処理期間を「３０
日」と定めるものであります。
委員の皆様方には、特にご意見が無ければ決定し、今後ホームページ等を

活用して公表と併せまして周知を図っていきたいと考えておりますので宜し
くお願い致します。
以上です。

会 長 はい、有り難うございました。
それでは、これより質疑に入ります。
意見や質問のある委員さんは、挙手にてお願いを致します。

（異議無し。）

会 長 「異議無し」と声がありましたが、宜しいでしょうか。

（異議無し。）

会 長 それでは、「議第２号」につきまして採決を致します。
原案のとおり承認する事に賛成の方は、挙手をお願い致します。

（全員挙手）

会 長 はい、有り難うございました
全員の方の賛成を戴きました。
よって、「議第２号」につきましては、原案のとおり承認する事と致しま

す。
尚、承認戴きました「議第２号」につきましては、事務局において適正に

事務処理されますよう指示を致します。

それでは、以上をもちまして、本日の議案は全て許可及び承認を戴きまし
た。
慎重なるご審議を賜り有り難うございました。
これにて、総会の方は閉会と致しますが、事務局より事務連絡等がありま

すので、引き続き宜しくお願い致します。
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会議の経過を記載し、相違無いことを証する為ここに署名する。

議事録署名者 農業委員署名 印

議事録署名者 農業委員署名 印


